
事 務 連 絡 

令和７年１月 10 日 

 

地方厚生（支）局医療課 御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

ベースアップ評価料に係る届出様式について 

 

 

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「０６」

訪問看護ベースアップ評価料に係る施設基準及びその届出に関する手続きについて

は、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」

（令和６年３月５日保医発 0305 第７号厚生労働省保険局医療課長通知）により、そ

の取扱いをお示ししてきたところであるが、今般、別添１のとおり届出様式を改定

するとともに、「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表における「Ｏ

１００」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、同別表第二歯科診療報酬点数表に

おける「Ｐ１００」歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び「訪問看護療養

費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「０６」訪問看護ベースア

ップ評価料（Ⅰ）のみを届け出る場合の届出添付書類については、別添２及び別添

３に代えることができるものとしたので、貴管下の保険医療機関に周知徹底を図

り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。 

なお、届出等に関する取扱いについては、別添４を参考にされたい。 

  


